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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和3年1月21日(2021.1.21)

【公開番号】特開2019-119950(P2019-119950A)
【公開日】令和1年7月22日(2019.7.22)
【年通号数】公開・登録公報2019-029
【出願番号】特願2017-254744(P2017-254744)
【国際特許分類】
   Ｄ０４Ｈ   1/495    (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０４Ｈ    1/495    　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月7日(2020.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　図示していないが、脱水機の搬送ベルトによってさらに機械方向ＭＤへ搬送された繊維
ウエブ１０１は、ドライ状態で使用するワイプスシートとして使用される場合には乾燥機
に搬送され、一方、ウエット状態で使用するワイプスシート１０として使用される場合に
は、乾燥機を経て又は経ずに、薬剤や香料を含む液体を含浸するための液供給手段へ搬送
される。繊維ウエブはそれらの工程を経た後に、切断手段によって適当な大きさにカット
される。なお、乾燥機においては、繊維ウエブ１０１を構成する熱融着性繊維の一部が熱
融着して、シート強度が向上する。
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